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詐欺に注意しましょう
サ ギ

【振り込め詐欺被害防止合言葉】▶現金は、本人にしか渡しません。▶振り込みません。知らない人の口座には。▶すぐ相談。電話で「お金」と言われたら。

平成29年（2017年）４月１日現在
前月比

人口 …… 87,527人 （＋202人）
男  …… 45,490人 （＋97人）
女  …… 42,037人 （＋105人）

世帯 …… 39,704世帯 （＋330世帯）

市の人口と世帯数 今月の主な内容
アセットマネジメントの取り組み／集中豪雨に
注意しましょう� ●❷
国民健康保険からのお知らせ� ●❸
あなたのまちの民生委員・児童委員／八潮らし
い街並み景観形成支援補助制度について� ●❹
健康寿命を延ばそう� ●❺

おしらせHOTコーナー�
案内・催し・募集� � 6～9
6月各種無料相談／８４０伝言板� ●⓫
第８回「やしお枝豆まつり」開催／第２回「八
潮朝市」開催／いきいきやしお写真館� ●⓬

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

〜
自
転
車
も
の
れ
ば
車
の
な
か
ま
い
り
〜

　
４
月
７
日
、
や
し
お
駅
前
公
園
で
、
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
の
一
環
と
し
て
、
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
は
、
草
加
警
察
署
や
交
通
安
全
関
係
団
体
な
ど
と
協
力
し
、
八
潮
駅
周
辺
の
歩
行
者
や
自
転
車
を
利

用
し
て
い
る
方
な
ど
に
啓
発
用
品
や
啓
発
チ
ラ
シ
を
配
布
し
、
交
通
安
全
の
大
切
さ
や
交
通
事
故
の
防
止
を
呼
び
か
け
ま
し
た
。

覆▼申請日現在、過去１年以内に自転車ヘルメットを購入した市内在住の中学生以下
の方（１5歳に達する日以降最初の3月3１日までの間にある方）および高齢者（65歳以
上の方〈自転車ヘルメット購入時〉）

物
交
通
防
犯
課
☎
奮
３
９
７

啓発品を受け取る市内在住の兄弟

啓発活動の様子 開会式の様子

啓発用品と啓発チラシ

自転車ヘルメットの購入費用を補助します！

※申請は保護者や同一世帯の方もできます。通学用ヘルメットは対象
外です。
淵購入費用の2分の１で2,000円を限度（１00円未満は切り捨て）
払１00人（申込順）※１人につき１回まで
仏交通防犯課
※必要書類など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合
わせください。
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腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

風水害から命を守るために

　梅雨時は、前線の活動による大雨が多くなります。市では、河川の水位や降雨の状況により、市民の生命を脅かす危険性
が高まった場合に避難勧告・指示などを発令します。身の危険を感じた場合は、自発的に命を守る行動をとりましょう。

物危機管理防災課☎焚３０５

◎屋外での移動が危険な場合や浸水などによる建物倒壊のおそれがな
いと判断される場合には、 自宅や近隣の建物の高い場所へ緊急的に一
時避難します。

人的被害の発生するおそれが極めて高い状況
◎ 避難勧告などの発令後で避難中の方は、 避難を完了します。
◎ 避難していない方は、 直ちに避難を開始します。その余裕がない方は、 

屋内にとどまり上階に待避するなどの行動をとります。

人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況
◎ 避難行動をとれる方は、 避難所への避難を開始します。

人的被害の発生する可能性が高まった状況
◎ 気象情報などに注意を払い、避難の必要について考え、避難を必要と

判断する場合は、その準備をします。
◎ 避難に時間がかかる高齢者・障がいのある方などは、避難行動を開始

します。

市民に求める行動勧告・指示など

平常時の水位

●サイレン　
●防災行政無線※　
●緊急速報メール　
●やしお840メール配信サービス
●�テレビ、ラジオ、インターネット
●広報車　
●自主防災組織　
●消防車両

※防災行政無線が聞き取りにくい
ときは、防災行政無線テレホンサ
ービス（錆0120−840−225）で
確認できます。

市民への伝達方法

に注意しましょうに注意しましょう

水
位
の
上
昇堤 

防

屋内での
待避など

避難指示
（緊急）

避難勧告

避難準備・
高齢者等
避難開始

　河川の水位や降雨の状況を考
慮し、必要に応じた方法で情報
を発信します。⬆

⬆

⬆

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

と
は

　
市
が
所
有
す
る
ま
た
は
使
用
す

る
公
共
施
設
資
産
（
ア
セ
ッ
ト
）

を
最
も
費
用
対
効
果
が
高
く
効
率

的
で
適
切
な
管
理
（
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
）
を
推
進
す
る
こ
と
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
成
果

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
白
書

▼
公
共
施
設
の
全
容
を
把
握

　

市
内
の
公
共
施
設
の
広
さ
は
、

合
計
す
る
と
、
約
１６
万
３
０
０
０

平
方
メ
ー
ト
ル
（
東
京
ド
ー
ム
約

３
．
５
個
分
）
と
い
う
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
施
設
の
多
く
が
昭
和
４０

年
代
か
ら
５０
年
代
に
建
て
ら
れ
て

い
る
た
め
、
全
体
的
に
古
く
な
っ

て
い
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。

 

（㎡）

建築が集中

▼
維
持
費
を
予
測

　
建
物
を
維
持
す
る
た
め
の
費
用

は
、
古
く
な
る
ほ
ど
増
加
し
ま
す
。

今
後
４０
年
間
、今
の
施
設
（
建
物
）

の
数
や
広
さ
を
変
え
ず
に
維
持
し

続
け
る
た
め
に
は
、
約
７６６
億
７
千

万
円
が
必
要
で
す
。
年
平
均
に
換

算
す
る
と
、
毎
年
約
１９
億
円
必
要

と
な
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た

（
た
だ
し
、
道
路
、
上
下
水
道
な

ど
の
維
持
費
用
は
含
ま
れ
て
い
ま

せ
ん
）。
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公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

基
本
方
針

　
施
設
の
現
状
を
踏
ま
え
、
公
共

施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
基
本

方
針
を
定
め
ま
し
た
。

・
施
設
の
量
を
見
直
し
ま
す

・
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
見
直
し
ま
す

・
施
設
を
長
く
使
い
ま
す

・
余
っ
た
施
設
を
生
か
し
ま
す

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

基
本
計
画

　
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
今
後
３０

年
間
に
わ
た
る
、
公
共
施
設
の
維

持
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向

性
を
示
し
ま
し
た
。

　
次
の
項
目
に
つ
い
て
検
証
し
た

う
え
、
維
持
に
必
要
な
取
り
組
み

を
進
め
る
こ
と
を
定
め
ま
し
た
。

・
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が
の
ぞ

ま
れ
て
い
る
か
。

・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に

建
物
が
必
要
か
。

・
ど
の
よ
う
な
種
類
の
ど
の
く
ら

い
の
広
さ
の
部
屋
が
必
要
か
。

・
市
で
つ
く
る
か
、
民
間
で
も
つ

く
る
こ
と
が
可
能
か
。

今
後
の
取
り
組
み

　
公
共
施
設
を
最
も
費
用
対
効
果

が
高
く
効
率
的
で
適
切
な
管
理
を

推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
、「
ム

リ
・
ム
ラ
・
ム
ダ
」
の
な
い
、
計

画
的
か
つ
効
率
的
な
施
設
の
維
持

管
理
が
必
要
で
す
。

　
そ
の
考
え
に
基
づ
い
て
取
り
組

み
を
進
め
る
た
め
に
は
、
次
の
よ

う
な
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
で
す
。

▼
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
施
設

（
部
屋
）
は
な
い
か
。

　
施
設
や
部
屋
の
使
い
方
を
チ
ェ

ッ
ク
し
、
無
駄
な
部
屋
を
少
な
く

し
ま
す
。

▼
使
わ
れ
方
が
似
て
い
る
施
設

（
部
屋
）
は
な
い
か
。

　
似
て
い
る
施
設
を
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
し
ま

す
。

▼
民
間
の
力
を
借
り
て
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
は
可
能
か
。

　
で
き
る
だ
け
お
金
が
か
か
ら
ず
、

質
の
良
い
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き

な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

　これまでの公共施設に関する取組結果と
今後の取組についての紹介、アセットマネ
ジメントに関する基調講演、公共施設に関
するパネルディスカッションを行います。
腹６月１０日㈯　午後２時～４時４０分
複八潮メセナホール
出演者＝廣

ひろ

田
た

直
なお

行
ゆき

さん（日本大学教授）、
松
まつ

本
もと

暢
のぶ

子
こ

さん（大妻女子大学教授）、藤
ふじ

井
い

さやかさん（筑波大学准教授）
払５００人（当日先着順）

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
取
り
組
み

　
市
で
は
、
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
今
回
は
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
と
今
後
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

～
い
つ
ま
で
も
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
親
し
み
や
す
い
施
設
に
し
た
い
～

物
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進
課
☎
奮
４
７
０

アセットマネジメント
シンポジウムの開催
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国
民
健
康
保
険
か
ら
の

お
知
ら
せ

資

格

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

は
、
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の

加
入
ま
た
は
脱
退
手
続
き
が
必
要

で
す
。

加
入
（
資
格
取
得
）

覆
社
会
保
険
、
共
済
組
合
、
国
民

健
康
保
険
組
合
な
ど
職
場
の
健
康

保
険
を
喪
失
し
た
方
で
、
任
意
継

続
や
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
な
い
方

弗
離
職
お
よ
び
喪
失
の
確
認
が
で

き
る
書
類
（
離
職
票
、
社
会
保
険

資
格
喪
失
証
明
書
な
ど
）、
年
金

手
帳
（
６０
歳
未
満
の
方
で
、
国
民

年
金
加
入
者
を
除
く
）

脱
退
（
資
格
喪
失
）

覆
国
保
に
加
入
し
て
い
た
方
で
、

社
会
保
険
、
共
済
組
合
、
国
民
健

康
保
険
組
合
な
ど
他
の
健
康
保
険

に
加
入
し
た
方

弗
新
し
い
保
険
証
、
国
民
健
康
保

険
証給

付

出
産
し
た
と
き

　

被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
、

出
産
育
児
一
時
金
（
４２
万
円
）
を

支
給
し
ま
す
（
出
産
の
翌
日
か
ら

起
算
し
、
２
年
を
経
過
す
る
と
支

給
不
可
）。

①
直
接
支
払
制
度

　
医
療
機
関
と
被
保
険
者
が
申
請

お
よ
び
受
領
の
契
約
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
国
保
か
ら
医
療
機
関
へ

出
産
育
児
一
時
金
が
直
接
支
払
わ

れ
ま
す
。

②
受
取
代
理
制
度

　
直
接
支
払
制
度
の
取
り
扱
い
が

な
く
、
国
へ
受
取
代
理
制
度
取
り

扱
い
の
届
け
出
を
し
た
医
療
機
関

で
出
産
す
る
と
き
に
利
用
で
き
ま

す
。

③
国
保
年
金
課
へ
申
請

　
①
②
の
制
度
を
利
用
し
な
か
っ

た
場
合
は
、
国
保
年
金
課
へ
の
申

請
に
よ
り
出
産
後
に
４２
万
円
を
支

給
し
ま
す
。

医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き

　
１
カ
月
の
世
帯
ご
と
に
設
定
さ

れ
た
「
自
己
負
担
限
度
額
」
を
超

え
た
額
は
、「
高
額
療
養
費
」
に

な
り
ま
す
。

①
事
前
申
請
す
る
場
合

　
入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を
す

る
と
き
は
、
事
前
に
国
保
年
金
課

で
「
限
度
額
認
定
証
」
の
交
付
を

受
け
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
提
示

す
る
と
、
表
１
ま
た
は
表
２
の
自

己
負
担
限
度
額
（
月
の
１
日
～
末

日
ご
と
の
計
算
）
ま
で
の
支
払
い

と
な
り
ま
す
。

弗
保
険
証
、
世
帯
主
の
印
鑑
、
平

成
２８
年
以
降
に
転
入
し
た
方
は
、

前
住
所
地
の
課
税
ま
た
は
非
課
税

証
明
書

※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て

い
る
場
合
、
限
度
額
認
定
証
は
発

行
で
き
ま
せ
ん
。

※
７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
で
課
税
世

帯
の
方
は
、「
高
齢
受
給
者
証
」

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

非
課
税
世
帯
の
方
は
、「
限
度
額

適
用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

②
事
前
申
請
し
な
か
っ
た
場
合

　
①
の
事
前
申
請
で
限
度
額
認
定

証
を
利
用
し
な
か
っ
た
場
合
な
ど

仏
該
当
世
帯
主
に
、
受
診
月
の
２

カ
月
後
以
降
に
送
付
さ
れ
る
高
額

療
養
費
支
給
申
請
書
を
国
保
年
金

課
へ

※
診
療
月
の
翌
月
の
１
日
か
ら
起

算
し
、
２
年
を
過
ぎ
る
と
支
給
不

可※
差
額
ベ
ッ
ド
代
、
食
事
代
、
保

険
外
診
療
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
途
中
で
保
険
が
変
更
に
な

っ
た
場
合
は
、
別
計
算
で
す
。

●
「
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限

度
額
」
の
計
算
方
法
は
、
年
齢
区

分
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
で
す
。

●
７０
歳
未
満
の
方
の
場
合（
表
１
）

①
医
療
機
関
ご
と
に
別
々
に
計
算

し
、
自
己
負
担
額
２
万
１
千
円
以

上
支
払
っ
た
も
の
が
計
算
対
象
で

す
。

②
同
じ
医
療
機
関
で
も
入
院
と
外

来
は
別
々
に
計
算
し
ま
す
。ま
た
、

歯
科
に
つ
い
て
も
別
計
算
で
す
。

●
７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
方
の
場

合
（
表
２
）
外
来
は
個
人
単
位
で

計
算
し
、
入
院
を
含
む
自
己
負
担

限
度
額
は
世
帯
単
位
で
合
算
し
ま

す
。
※
平
成
２９
年
８
月
と
平
成
３０

年
８
月
の
二
段
階
で
自
己
負
担
限

度
額
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

介
護
保
険
の
受
給
者
が
い
る
と
き

　
同
じ
世
帯
で
医
療
費
と
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
の
両
方
が
高
額
に
な
っ

た
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
医
療
と

介
護
を
合
算
し
た
自
己
負
担
額
限

度
額
（
表
３
）
を
超
え
た
分
を
高

額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
支
給

し
ま
す
。

　
１
年
間
を
通
し
て
八
潮
市
国
保

に
該
当
す
る
世
帯
に
は
申
請
書
を

送
付
し
ま
す
（
保
険
の
変
更
が
あ

っ
た
方
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
）。

交
通
事
故
に
遭
っ
た
と
き

　
交
通
事
故
な
ど
第
三
者
（
加
害

者
）
の
行
為
で
け
が
を
し
た
場
合

で
も
、「
第
三
者
行
為
に
よ
る
被

害
届
」
を
提
出
す
れ
ば
国
保
を
使

う
こ
と
が
で
き
ま
す
（
給
付
制
限

に
該
当
す
る
場
合
や
、
仕
事
中
・

通
勤
途
中
は
除
く
）。

　
な
お
、
届
出
前
に
加
害
者
か
ら

治
療
費
を
受
け
取
っ
た
り
、
示
談

を
済
ま
せ
た
場
合
は
、
国
保
が
使

え
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

国
保
を
使
う
場
合
は
、
で
き
る
だ

け
早
め
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。亡

く
な
っ
た
と
き

　
被
保
険
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、

葬
祭
を
行
っ
た
方
（
喪
主
）
に
葬

祭
費
５
万
円
を
支
給
し
ま
す
（
葬

儀
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
、
２
年

を
過
ぎ
る
と
支
給
不
可
）。

　
国
民
健
康
保
険
の
資
格
、
給
付
、
保
健
事
業
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
届
け
出
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）
な
ど
、
本
人
確
認

が
で
き
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

物
国
保
年
金
課
☎
奮
２
１
４

表 1　７０歳未満の方の自己負担限度額（月額）
区分 所得要件 自　己　負　担　限　度　額

ア 旧ただし書き所得　901万円超 252,600円＋（総医療費－842,000）× 1 %
<多数回該当　140,100円＞

イ 旧ただし書き所得
600万円超～901万円以下

167,400円＋（総医療費－558,000）× 1 %
<多数回該当　93,000円＞

ウ 旧ただし書き所得
210万円超～600万円以下

80,100円＋（総医療費－267,000）× 1 %
<多数回該当　44,400円＞

エ 旧ただし書き所得　210万円以下 57,600円<多数回該当　44,400円＞
オ 住民税非課税 35,400円<多数回該当　24,600円＞
注 1：住民税の申告のない方がいる場合、アの区分とみなされます。
注 2：旧ただし書き所得とは、総所得金額から基礎控除「33万円」を除いた額です。
注 3：多数回該当とは、過去12カ月間で、同じ世帯での支給が 4回以上あった場合の、 4回

目以降の限度額を示します。

表 2　７０歳以上７５歳未満の方の自己負担限度額（月額）

区分
平成29年 7 月まで 平成29年 8 月～30年 7 月

外来
（個人単位） 外来＋入院（世帯単位） 外来

（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み
所得※1 44,400円

80,100円＋（医療費-267,000円）× 1%
（過去12カ月以内に限度額を超えた
支給が 4回以上あった場合、4回目以
降は44,400円）

57,600円 変更なし

一般 12,000円 44,400円
14,000円
【年間上限】
144,000円

57,600円
（過去12カ月以内に限度額を
超えた支給が 4回以上あった
場合、4回目以降は44,400円）

低所得Ⅱ
※2 8,000円 24,600円 変更なし 変更なし

低所得Ⅰ
※3 8,000円 15,000円 変更なし 変更なし

平成30年 8 月以降の自己負担限度額についてはお問い合わせください。

※ 1　同一世帯に、住民税課税所得145万円以上の70
歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。た
だし、70歳以上75歳未満の国保被保険者が、
1人の場合収入383万円未満、 2人以上の場合
収入合計520万円未満、 1人で収入383万円以
上ある方がいるが、同一世帯に後期高齢者医
療制度へ移行する方（旧国保被保険者）を含
めた収入合計が520万円未満の場合は、申請に
より「一般」の区分と同様になります。

※ 2　同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が、
住民税非課税の世帯に属する方（低所得Ⅰ以
外の方）。

※ 3　同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が、
住民税非課税でその世帯の各所得から必要経
費・控除（年金の所得の控除額を80万円とし
て計算）を差し引いたときに 0円となる世帯
に属する方。

70
歳
以
上

区分 限度額
現役並み所得※1 670,000円
一般 560,000円
低所得Ⅱ※2 310,000円
低所得Ⅰ※3 190,000円

70
歳
未
満

所得要件 限度額
旧ただし書所得
901万円超 2,120,000円

旧ただし書所得
600万円超～901万円以下 1,410,000円

旧ただし書所得
210万円超～600万円以下 670,000円

旧ただし書所得
210万円以下 600,000円

住民税非課税 340,000円

表 ３　医療と介護の自己負担合算後の限度額（平成29年 8 月～平成３０年 ７ 月）

弗
保
険
証
、
喪
主
の
印
鑑
、
喪
主

の
預
貯
金
通
帳

※
亡
く
な
っ
た
方
と
喪
主
が
別
世

帯
の
場
合
は
葬
儀
の
領
収
書

保
健
事
業

健
康
診
査
補
助
金・脳
ド
ッ
ク
補
助
金

覆
八
潮
市
国
保
被
保
険
者
の
資
格

が
１
年
以
上
あ
る
４０
歳
以
上
の
方

で
、
国
民
健
康
保
険
税
・
市
税
を

滞
納
し
て
い
な
い
方
（
健
康
診
査

補
助
金
は
、
か
つ
７０
歳
未
満
の
方

ま
で
が
対
象
）

弗
医
療
機
関
の
領
収
書
（
受
診
費

用
が
分
か
る
も
の
）、
保
険
証
、

世
帯
主
の
印
鑑
、
世
帯
主
名
義
の

預
貯
金
通
帳
、
検
診
結
果
の
写
し

（
健
康
診
査
補
助
金
の
み
）

仏
検
診
を
受
け
た
日
か
ら
１
年
以

内
、
１
年
度
内
に
１
回
の
み
申
請

可【
補
助
額
】

▼
健
康
診
査
補
助
金　
市
が
実
施

す
る
検
診
時
に
申
請
書
を
提
出
す

る
と
費
用
が
無
料
。

　
ま
た
、
市
が
実
施
す
る
以
外
の

検
診
を
受
け
た
場
合
は
、
市
が
実

施
す
る
検
診
の
自
己
負
担
金
と
同

額
を
補
助
。

補
助
項
目　
肺
が
ん
、
胃
が
ん
、

大
腸
が
ん
、
骨
粗
し
ょ
う
症
（
女

性
の
み
）、乳
が
ん（
２
年
に
１
度
）、

子
宮
頸
が
ん
（
２
年
に
１
度
）、

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
（
過
去
に
補

助
を
受
け
て
い
な
い
方
の
み
）

▼
脳
ド
ッ
ク
補
助
金　
脳
ド
ッ
ク

検
査
費
用
の
７
割
（
限
度
額
＝
２

万
５
千
円
）
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民
生
委
員
・
児
童

委
員
と
は

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
民

生
委
員
法
に
よ
っ
て
設
置
が
定
め

ら
れ
て
お
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に

委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
特
別
職
の
地

方
公
務
員
で
す
。

　
市
内
で
は
、
１１８
人
の
委
員
が
活

動
し
て
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童

委
員
の
役
割

　
民
生
委
員・児
童
委
員
は
、「
行

政
や
専
門
機
関
な
ど
関
係
機
関
へ

つ
な
ぐ
役
割
」
を
担
っ
て
い
ま
す
。

地
域
の
皆
さ
ん
と
同
じ
立
場
で
相

談
に
乗
り
、
問
題
解
決
に
向
け
て

適
切
な
機
関
と
地
域
の
重
要
な
パ

イ
プ
役
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童

委
員
の
活
動
内
容

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
社

会
福
祉
の
精
神
を
も
っ
て
、
常
に

住
民
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
に
応

じ
、
必
要
な
援
助
を
行
い
ま
す
。

　
近
年
増
加
し
て
い
る
一
人
暮
ら

し
高
齢
者
の
孤
独
死
の
問
題
や
児

童
虐
待
に
対
し
、
地
域
住
民
に
根

ざ
し
た
活
動
を
生
か
し
て
、
専
門

的
な
支
援
に
つ
な
げ
て
い
く
役
割

を
担
っ
て
い
ま
す
。

相
談
し
た
い
と
き

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
、

住
所
に
よ
り
担
当
地
区
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
社
会
福
祉
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
民
生
委
員
は
守
秘
義
務
を
も

っ
て
業
務
に
あ
た
っ
て
お
り
、
相

談
内
容
や
秘
密
が
他
に
漏
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
安
心
し

て
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

■
対
象
住
宅

　
申
込
資
格
を
満
た
す
方
で
、「
家

づ
く
り
補
助
基
準
」
に
基
づ
き
、

新
築
工
事
を
行
う
個
人
住
宅

■
対
象
地
域

　
用
途
地
域
が
、
第
一
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地

域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居

地
域
、
準
工
業
地
域

■
対
象
工
事

○
「
家
づ
く
り
補
助
基
準
」
に
適

合
（
全
２０
項
目
）

○
一
定
の
居
住
機
能
（
玄
関
、
台

所
、
便
所
、
浴
槽
）
が
完
備

○
敷
地
面
積
が
１００
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
か
つ
５００
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

○
請
負
金
額
が
１
０
０
０
万
円
以

上（
消
費
税
を
除
く
）の
工
事（
た

だ
し
、
カ
ー
ポ
ー
ト
、
物
置
倉
庫

な
ど
の
費
用
は
除
く
）

■
補
助
金
額

　
１
棟
あ
た
り
一
律
１００
万
円

■
補
助
件
数

　
２
棟
分
（
申
込
順
）

■
申
込
資
格

○
申
込
日
現
在
、
市
に
１
年
以
上

住
所
を
有
す
る
方
ま
た
は
市
内
の

土
地
区
画
整
理
事
業
で
公
売
中
の

保
留
地
を
購
入
し
た
方

○
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

○
補
助
金
の
交
付
決
定
前
に
、
工

事
を
着
手
し
て
い
な
い
方

○
工
事
完
了
後
に
一
定
期
間
、
住

宅
を
公
開
し
、
市
が
発
行
す
る
広

報
紙
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
す
る
こ
と

を
承
諾
で
き
る
方

○
過
去
に
本
制
度
に
よ
る
補
助
金

の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方

■
申
込
方
法

　
１２
月
８
日
ま
で
に
、
所
定
の
申

請
書
（
都
市
計
画
課
ま
た
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
）
な
ど
を
都
市

計
画
課
窓
口
へ
（
郵
送
不
可
）

※
家
づ
く
り
補
助
基
準
や
必
要
書

類
な
ど
、
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
の
ま
ち
の
民
生
委
員・児
童
委
員

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

●
ど
の
よ
う
な
活
動
を
さ
れ
て

い
ま
す
か
。

　
地
域
の
敬
老
会
、
ふ
れ
あ
い

サ
ロ
ン
、
い
こ
い
体
操
な
ど
の

開
催
協
力
、
一
人
暮
ら
し
や
寝

た
き
り
高
齢
者
の
実
態
調
査
、

地
域
の
人
た
ち
が
抱
え
る
問
題

の
相
談
に
対
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
、

ま
た
幼
児
虐
待
、
青
少
年
問
題

な
ど
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
関
係
機
関
と
の
連
絡
調

整
を
行
っ
て
い
ま
す
。

八
潮
市
民
生
委
員
・
児
童
委
員

協
議
会

�

会
長　
篠し

の

木き　
猛た

け
し

さ
ん

●
活
動
を
始
め
て
か
ら
気
づ
い
た

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　
２８
年
前
に
委
嘱
さ
れ
た
当
時
は

高
齢
者
に
関
す
る
問
題
が
大
き
な

ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
ま
し
た
が
、

近
年
は
、
ひ
き
こ
も
り
、
虐
待
、

Ｄ
Ｖ
、
子
ど
も
の
貧
困
な
ど
、
問

題
が
多
様
化
し
、
よ
り
深
刻
化
し

た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

●
活
動
時
に
気
を
つ
け
て
い
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
。

　
公
平
公
正
を
旨
と
し
て
出
会
っ

た
皆
さ
ん
と
等
し
く
接
す
る
事
、

ま
た
、
活
動
す
る
う
え
で
知
り
得

た
情
報
を
し
っ
か
り
と
守
る
こ
と

に
絶
え
ず
気
を
配
っ
て
い
ま
す
。

●
活
動
を
振
り
返
っ
て
印
象
に
残

っ
て
い
る
出
来
事
は
あ
り
ま
す

か
。

　
委
嘱
さ
れ
て
数
年
経
過
し
た
こ

ろ
、
当
時
１０
歳
の
障
が
い
を
も
っ

た
男
の
子
に
出
会
い
ま
し
た
。
訪

問
を
重
ね
る
う
ち
、「
学
区
の

小
学
校
に
通
い
た
い
」
と
の
本

人
の
強
い
希
望
が
あ
り
、
学
区

内
の
校
長
先
生
と
話
し
合
い
を

重
ね
ま
し
た
。
そ
し
て
見
学
と

い
う
形
で
数
回
授
業
に
参
加
す

る
こ
と
に
な
り
、
私
も
同
伴
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
生

懸
命
授
業
に
取
り
組
ん
で
い
る

そ
の
時
の
男
の
子
の
輝
い
た
笑

顔
が
強
く
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。

●
市
民
の
皆
さ
ん
に
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
個
人
情
報
に
対
す
る
個
人
の

意
識
が
高
ま
り
、
民
生
委
員
の

力
だ
け
で
は
地
域
の
情
報
を
得

る
の
も
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
か
ら
細
か
な
情
報
を
民

生
委
員
に
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ

ば
、
よ
り
一
層
地
域
福
祉
の
発

展
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
５
月
１２
日
は
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」
で
す
。
今
年
度
は
、
民
生
委
員
制
度
創
設
１００
周
年
を
迎
え
る
記
念
す
べ
き
年
で
す
。
民
生
委

員
・
児
童
委
員
は
、
日
常
生
活
で
困
っ
た
こ
と
や
、
心
配
ご
と
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
行
政
や
関
係
機
関
と
の
調
整
役
を
果
た
す
な
ど
地
域
の

頼
れ
る
存
在
で
す
。
こ
の
制
度
を
よ
り
多
く
の
方
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
内
容
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

�

物
社
会
福
祉
課
☎
奮
３
１
６  

　
５０
年
、
１００
年
先
を
見
据
え
、
地
域
に
根
ざ
し
た
八
潮
ら
し
い
街
並
み
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
や
し
お
家

づ
く
り
デ
ザ
イ
ン
マ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
に
基
づ
い
た
住
宅
を
建
築
す
る
方
に
、
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

  
 

物
都
市
計
画
課
☎
奮
３
４
６  

身
近
な
民
生
委
員
へ
ご
相
談
を
！

◆家づくり補助基準の主な具体例玄関には、庇
ひさし

や軒下の空間
を設け、鉢植
えなどを配置
する。

通りから見え
る箇所には、
中高木を植え
る。

屋外設備（室
外機）などを
通りから見え
にくい箇所に
設置する。

舗装材の素材
などに配慮す
る。

屋根は、街並みの
連続性を感じさせ
る切

きり

妻
つま

や寄
よせ

棟
むね

など
の傾斜屋根とする。

道路に面した外壁
には見附面積の２０
パーセント以上に
自然素材を用いる。

住宅のアクセント
として、道路に面
した１階部分に軒先
または庇を設ける。

八
潮
ら
し
い
街
並
み
景
観

�

形
成
支
援
補
助
制
度
に
つ
い
て縁側やテラスなど

を設置する。垣・柵などは、高さを１．２
メートル以下、接道部で
は長さを接道長の２分の１
以下とする。

民生委員制度創設
１００周年シンボルマーク
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八
潮
市
と

健
康
寿
命

　
健
康
寿
命
と
は
、
健
康
で
自
立

し
た
生
活
が
で
き
る
期
間
の
こ
と

で
す
。
県
で
は
、
６５
歳
に
な
っ
て

か
ら
「
要
介
護
２
※
」
以
上
に
な

る
ま
で
の
期
間
と
し
て
い
ま
す
。

　

八
潮
市
の
「
健
康
寿
命
」
は
、

男
女
と
も
に
県
平
均
よ
り
短
い
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

　
健
康
寿
命
の
延
伸
を
阻
害
す
る

原
因
の
一
つ
は
生
活
習
慣
病
で
す
。

肥
満
、
高
血
圧
、
脂
質
異
常
、
高

血
糖
、
運
動
不
足
、
喫
煙
、
ス
ト

レ
ス
な
ど
は
生
活
習
慣
病
に
な
る

リ
ス
ク
を
高
め
ま
す
。

　
い
つ
ま
で
も
健
康
で
元
気
に
暮

ら
し
た
い
と
い
う
願
い
は
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
共
通
の
願
い
で
す
。

生
活
習
慣
の
見
直
し
な
ど
を
行
っ

て
、
健
康
寿
命
を
延
ば
し
ま
し
ょ

う
。

※
「
要
介
護
２
」
と
は
、
食
事
や

排
せ
つ
、
移
動
な
ど
日
常
生
活
で

介
助
が
必
要
と
な
る
状
態
。

健
康
づ
く
り
の

ヒ
ン
ト

　
市
で
は
、平
成
２６
年
３
月
に「
第

２
次
八
潮
市
健
康
づ
く
り
行
動
計

画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。「
健
康

寿
命
を
延
ば
そ
う
！
～
地
域
の
力

で
一
人
ひ
と
り
が
健
康
づ
く
り

～
」
を
基
本
理
念
と
し
て
、
５
領

域
（
基
本
領
域
と
４
つ
の
領
域
）

に
お
い
て
、
健
康
づ
く
り
の
取
り

組
み
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

基
本
領
域
「
自
分
を
知
る
」

　
定
期
的
に
健
診
（
検
診
）
を
受

け
、
自
分
の
健
康
状
態
を
知
る
こ

と
が
、
日
頃
の
健
康
管
理
に
つ
な

が
り
ま
す
。
年
に
１
度
は
健
康
診

断
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

○
「
各
種
健
診
（
検
診
）
※
」
を

利
用
し
ま
し
ょ
う
。

○
日
頃
か
ら
相
談
で
き
る
「
か
か

り
つ
け
医
」
を
も
ち
ま
し
ょ
う
。

領
域
１
「
栄
養
・
食
生
活
」

　
健
康
な
生
活
を
維
持
す
る
た
め

に
は
、
自
分
の
か
ら
だ
に
合
っ
た

食
生
活
を
お
く
る
こ
と
が
大
切
で

す
。

　
１
日
３
食
「
バ
ラ
ン
ス
の
良
い

食
事
」
を
し
ま
し
ょ
う
。

○
手
ば
か
り
健
康
法
を
覚
え
て
、

適
量
を
超
え
な
い
食
事
を
心
が
け

ま
し
ょ
う
（
下
図
参
照
）。

○
「
料
理
教
室
※
」
に
参
加
し
て
、

適
切
な
食
事
量
や
食
事
内
容
を
学

び
ま
し
ょ
う
。

領
域
２
「
身
体
活
動
・
運
動
」

　
生
涯
を
通
じ
て
自
立
し
た
生
活

を
営
む
に
は
、
運
動
習
慣
を
身
に

つ
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
通
し

て
体
を
動
か
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
今
よ
り
１０
分
多
く
体
を
動
か
す

「
プ
ラ
ス
１０
（
テ
ン
）」
を
心
が
け

ま
し
ょ
う
。

○
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ
ッ
プ
を
利
用

し
、
市
内
散
策
を
し
ま
し
ょ
う
。

○
毎
日
１
万
歩
を
目
指
し
て
歩
き
、

健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む
「
や
し

お
毎
日
１
万
歩
運
動
」
な
ど
の
事

業
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

生
涯
健
康
で
生
き
生
き
し
た
生
活
を
送
る
た
め
に
、
生
活
習
慣
を
見
直
し
、
健
康
寿
命
を
延
ば
し
ま
し
ょ
う
。

物
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
９９５
・
３
３
８
１

ハッピーこまちゃん手ばかり健康法（簡略版）

『ごはん・パン・めんなど』 『野菜・きのこ・海藻など』

『魚・肉など』

主食（1食分） 副菜（1食分は約120グラム）

主菜（1食に1皿） 果物・乳製品（1日に1回）

・ごはん・めんは両手にのる量
・パンは片手にのる量

1食または1日に何をどれだけ食べればよいか、
自分の手を使って、栄養バランスのとれた食事の
目安量が簡単に分かる方法です。

①魚
・さばなど脂肪の多い魚は手のひら
　の大きさ
・魚の切り身なら片手にのる大きさ
②肉
・とり肉・厚切り肉なら手のひらの
　大きさ
・薄切りの肉なら片手に3～4枚

牛乳は1本（約200cc）または
ヨーグルト1カップとスライス
チーズ1枚

果物は
みかんなら1個・りんごなら2分の1個

・生で食べる時は両手に山盛り1杯
・調理した野菜は片手に軽く山盛り1杯

健
康
寿
命
を
延
ば
そ
う
!

基本領域 　自分を知る
自分を知ることは健康づくりの第一歩
～年に１度は健康診断を受けよう！～

❶栄養・食生活
１日３食たべよう！
～バランスのよい食事をし
よう！～

❷身体活動・運動
仲間と楽しくからだを
動かそう！
～仲間と一緒に運動習慣～

❸休養・こころの健康
毎日 笑顔で 気持ちよ
く！
～笑う八潮に福きたる～

❹歯・口腔の健康
歯とお口は健康の基本
～ケア名人で歯とお口に自
信を持とう！～

領
域
３
「
休
養・こ
こ
ろ
の
健
康
」

　
休
養
は
、
食
生
活
や
運
動
と
と

も
に
、
健
康
の
た
め
に
は
不
可
欠

で
す
。
こ
こ
ろ
と
体
の
バ
ラ
ン
ス

を
保
つ
た
め
に
は
、
生
活
リ
ズ
ム

を
整
え
、
休
養
を
十
分
に
取
り
、

ス
ト
レ
ス
を
自
己
管
理
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

　
こ
こ
ろ
の
健
康
に
関
心
を
も
ち

ま
し
ょ
う
。

○
自
分
に
合
っ
た
ス
ト
レ
ス
解
消

法
を
も
ち
ま
し
ょ
う
。

○
一
人
で
悩
ま
ず
誰
か
に
相
談
し

ま
し
ょ
う
。
専
門
医
に
よ
る
「
こ

こ
ろ
の
健
康
相
談
」
を
利
用
し
ま

し
ょ
う
。

領
域
４
「
歯
・
口こ

う

腔く
う

の
健
康
」

　
噛
む
、
飲
む
、
味
わ
う
、
話
す
、

歌
う
な
ど
、
歯
や
口
の
役
割
は
豊

か
に
生
き
る
た
め
の
原
点
だ
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
歯
や
口

の
健
康
状
態
は
全
身
の
健
康
と
も

深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。

　

歯
と
お
口
の
健
康
に
つ
い
て
、

関
心
を
も
ち
ま
し
ょ
う
。

○
か
か
り
つ
け
の
歯
科
医
を
持
ち
、

定
期
的
に
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

○
１
日
３
回
歯
を
み
が
き
ま
し
ょ

う
。

※
各
種
健
診
（
検
診
）・
教
室
の

案
内
は
、広
報
や
し
お
１０
面
の「
保

健
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ
」

の
コ
ー
ナ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

第 ２次八潮市健康づくり行動計画の領域

楽しく！

　無理せず！

　仲間とともに！

　　身近なところで！

　　　　　継続して！

図

やしお毎日１万歩運動ウォーキング講座 ウォーキングマップ

料理教室

肥満？
高血圧？
運動不足？
ストレス？
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八潮市役所　☎048-996-2111 腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

おしらせＨＯＴコーナー　案内おしらせＨＯＴコーナー　案内

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

Ｈ
Ｏ
Ｔ

Ｈ
Ｏ
Ｔ
コ
ー
ナ
ー

コ
ー
ナ
ー

市役所の電話
996-2111

FAX
995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した
内容が聞き取れなかった
場合、再度聞き直せます
（定時放送を除く）。通話
料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

会
議
の
開
催

●
八
潮
市
社
会
教
育
審
議
会
の
傍
聴

腹
５
月
２２
日
㈪　
午
前
１０
時
～
正
午
（
受

付
＝
午
前
９
時
３０
分
～
）

複
教
育
委
員
会
会
議
室

淵
平
成
２８
年
度
社
会
教
育
事
業
報
告
な
ど

払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
社
会
教
育
課
☎
焚
３
６
５

●
第
１
回
八
潮
市
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
推
進
委
員
会
の
傍
聴

腹
５
月
２２
日
㈪　
午
後
３
時
～
４
時

複
第
２
応
接
室

淵
八
潮
市
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ア
ク

シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
素
案
）
の
審
議

払
５
人
（
当
日
先
着
順
）

物
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進
課
☎
焚

４
７
０

●
第
１
回
八
潮
市
高
齢
者
福
祉
施
設
や
し

お
苑
運
営
委
員
会
の
傍
聴

腹
５
月
２５
日
㈭　
午
後
２
時
～
３
時
３０
分

複
八
潮
メ
セ
ナ
会
議
室

淵
八
潮
市
高
齢
者
福
祉
施
設
や
し
お
苑
運

営
委
員
会
平
成
２８
年
度
事
業
報
告
に
つ
い

て払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
長
寿
介
護
課
☎
焚
４
４
７

●
第
１
回
八
潮
市
市
民
活
動
推
進
委
員
会

の
傍
聴

腹
５
月
２６
日
㈮　
午
後
２
時
～

複
や
し
お
生
涯
楽
習
館
セ
ミ
ナ
ー
室
４

淵
市
民
活
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
市
民
協
働
推
進
課
☎
焚
４
６
５

中
小
企
業
不
況
対
策
融
資
制
度

　

不
況
時
に
お
け
る
特
別
措
置
と
し
て
、

中
小
企
業
の
方
を
対
象
に
経
営
の
安
定
の

た
め
に
必
要
な
資
金
の
融
資
の
あ
っ
せ
ん

を
行
い
ま
す
。

覆
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
▼
最
近
３

カ
月
の
月
平
均
売
上
額
が
、
昨
年
同
期
と

比
べ
て
１０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し
て
い

る
か
、
２
年
前
若
し
く
は
３
年
前
の
同
期

と
比
べ
て
１０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し
て

い
て
、
か
つ
前
年
同
期
に
比
べ
て
５
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
減
少
し
て
い
る
方
▼
市
内
で

１
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
▼
期
限

の
到
来
し
て
い
る
市
税
を
完
納
し
て
い
る

方限
度
額　
１
０
０
０
万
円
（
運
転
資
金
）

償
還
期
間　
１０
年
以
内
（
据
え
置
き
・
１

年
以
内
含
む
）

利
率　
１
．
２
パ
ー
セ
ン
ト
（
平
成
２９
年

４
月
現
在
）

信
用
保
証
料　
埼
玉
県
信
用
保
証
協
会
へ

支
払
っ
た
保
証
料
を
全
額
補
助

保
証
人　
原
則
と
し
て
個
人
は
不
要
、
法

人
は
代
表
者
の
み

担
保　
必
要
に
応
じ
て
求
め
る

仏
事
前
に
金
融
機
関
に
相
談
の
う
え
、
５

月
１５
日
か
ら
平
成
３０
年
１
月
３１
日
ま
で
に
、

商
工
観
光
課
（
☎
焚
４
７
９
）
へ

※
予
算
枠
に
達
し
次
第
締
め
切
り

八
潮
市
高
齢
者
実
態
調
査

　
第
７
期
八
潮
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

・
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、

市
内
在
住
で
介
護
保
険
の
要
支
援
１
・
２

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
お
よ
び
６５
歳
以

上
で
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
に

案
内
案
内

　工業の振興に向け、基金を活用した支援を行います。
覆次のすべてに該当する方
▼市内で引き続き１年以上事業を営んでいる中小企業の方
▼申込日現在、市税の滞納がない方
▼他の制度による助成を受けていない方
▼４月から平成３０年２月末日までに下記の対象事業が見込まれる方

対象事業
●産学官共同研究事業
　市内の中小企業が新製品開発などのため、大学などと共同研究
●国際規格等認証取得事業
　市内の中小企業がISO９００１・１４００１およびエコアクション２１の認
証を新規取得
●工業新製品開発事業
　市内の中小企業が行う一定の工業新製品開発
●経営革新計画承認企業などが行う機械装置などの購入・修繕事業
　機械装置、工具器具の購入または修繕費

補助額
●産学官共同研究事業、ISO認証取得事業、工業新製品開発事業
　経費のうち、２分の１に相当する額（１００円未満切り捨て、限度額３０
万円）
●エコアクション２１認証取得事業、経営革新計画承認企業などが行
う機械装置などの購入・修繕事業
　経費のうち、２分の１に相当する額（１００円未満切り捨て、限度額１０万円）
仏５月１５日から６月３０日までに、商工観光課（☎焚４７９）へ
※予算枠に達し次第締め切り

市工業振興基金を活用した支援制度
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調

査
」
と
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

に
「
在
宅
介
護
実
態
調
査
」
に
つ
い
て
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
無
作
為
抽
出
）
を
郵

送
し
て
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

物
長
寿
介
護
課
☎
焚
４
４
７

工
業
統
計
調
査

　
調
査
は
、
従
業
者
４
人
以
上
の
す
べ
て

の
製
造
事
業
所
を
対
象
に
、
平
成
２９
年
６

月
１
日
時
点
で
実
施
し
ま
す
。

　
調
査
の
結
果
は
中
小
企
業
施
策
や
地
域

振
興
な
ど
、
国
お
よ
び
地
方
行
政
施
策
の

た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。

　
５
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
、
県
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
統
計
調
査
員
が
、
調
査
票

の
配
布
に
伺
い
ま
す
。

物
企
画
経
営
課
☎
焚
２
３
３

総
合
相
談
の
開
催

腹
５
月
１９
日
㈮　
午
後
１
時
２０
分
～
４
時

※
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
の
み
電
話
予

約
制
＝
５
月
１７
日
㈬　
午
前
９
時
～

複
八
潮
メ
セ
ナ
集
会
室

淵
日
常
生
活
の
悩
み
ご
と
な
ど
に
つ
い
て
、

弁
護
士
・
税
理
士
・
行
政
相
談
委
員
・
宅

地
建
物
取
引
士
・
行
政
書
士
・
司
法
書
士

が
相
談
内
容
別
に
対
応

沸
無
料

●
く
ら
し
の
相
談
（
行
政
相
談
）

　
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行
政
相
談

委
員
が
、
日
常
生
活
の
問
題
や
国
・
県
・

市
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
。

腹
毎
月
第
２
水
曜
日　
午
後
１
時
３０
分
～

３
時
３０
分
※
５
月
は
総
合
相
談
と
同
時
開

催複
市
民
相
談
室

相
談
委
員　
木き

方ほ
う

不ふ

二じ

夫お

さ
ん
、
並な

み

木き

利と

美み

子こ

さ
ん

物
秘
書
広
報
課
☎
焚
３
７
３

５
月
３１
日
は
世
界
禁
煙
デ
ー

　
タ
バ
コ
は
個
人
の
嗜
好
品
で
す
が
、
が

ん
や
生
活
習
慣
病
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
病
気

の
危
険
因
子
で
あ
る
こ
と
が
、
科
学
的
に

証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
タ
バ
コ
の
煙
の
害
は
、
受
動
喫

煙
と
し
て
タ
バ
コ
を
吸
わ
な
い
周
り
の
方

に
も
お
よ
び
ま
す
。

　
タ
バ
コ
を
吸
う
方
も
吸
わ
な
い
方
も
こ

の
機
会
に
「
タ
バ
コ
と
健
康
」
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

物
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
９９５
・
３
３
８
１

計
量
器（
は
か
り
）の
定
期
検
査

　
取
引
や
証
明
に
使
用
し
て
い
る
計
量
器

（
は
か
り
）
は
、
計
量
法
第
１９
条
の
規
定

に
よ
り
、
２
年
に
１
回
の
定
期
検
査
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、

必
ず
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
検
査
に
は
手
数
料
が
か
か
り
ま

す
。

腹
５
月
２９
日
㈪
・
３０
日
㈫　
午
前
１０
時
～

午
後
３
時
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

複
市
役
所
駐
車
場
東
側

覆
市
内
の
事
業
所
な
ど
で
使
用
し
て
い
る
、

ひ
ょ
う
量
２５０
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
機
械
式

は
か
り
を
お
持
ち
の
方

物
埼
玉
県
計
量
検
定
所
☎
０４８
・
６５２
・
２
１

７
１

　市民課日曜窓口の開庁時間および業務内容を下記のとおり変更します。

市民課日曜窓口業務の変更
物市民課☎焚４１１

　システムメンテナンス作業のため、証明書のコンビニ交付サービスを
一時停止します。
腹６月８日㈭　午後６時～１１時
物住民票・印鑑証明・戸籍関連＝市民課☎焚４１１
課税所得証明・非課税証明関連＝市民税課☎焚２０６

コンビニ交付サービスの一時利用停止

５
月
ま
で

腹毎週日曜日
　午前 8時30分～午後 5時15分（正午～午後 1時を除く）
淵住民票の写し、印鑑証明、戸籍証明などの証明発行のみ

６
月
か
ら

腹第 2日曜日
午前 9時～午後 5時
（正午～午後 1時を
除く）

淵住民票の写しなどの証明発行、転入・転出などの住民異
動届出、印鑑登録、戸籍の届出、マイナンバ－カ－ド交付
※住民基本台帳カ－ド、マイナンバ－カ－ドを利用する転
入届は、ネットワ－クシステムが停止しているため受付で
きません。
※届出内容によっては、他市町村への照会や市民課以外の
課で手続きが必要となる場合は、後日来庁をお願いするこ
とがあります。

腹その他の日曜日
　午前 9時～正午

淵住民票の写し、印鑑証明、戸籍証明などの証明発行のみ
（資料館・ゆまにてでの申請を含む）
※住民異動届出は受付できません。
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